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ありませんか？お悩み

公平委員会にご相談ください

ご相談は電話・メール・対面にて

給与に

関すること

一般行政・消防職員（会計年度・臨時的任用職員を含む）の皆さま

※匿名での相談も可能です。

※対面での相談を希望する場合は、事前にご連絡ください。

鹿島地方公平委員会事務局

地方公共団体で働く職員の皆さんの「権利と身分」と「公正な人事行政」を守るために各地方公共団体が設置

する「中立・専門性」を備えた行政機関です。職員が安心して仕事に専念できるよう、職員の方からの相談や勤

務条件に関する措置の要求を受け付けています。

一人で悩んでいませんか？

安心して働ける環境を一緒につくりましょう！

公平委員会とは？

0291-36-7149（月曜日から金曜日の8時30分～17時15分）

kouhei@city.hokota.lg.jp
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